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(57)【要約】
【課題】フェムトセルにおいて容易にパイロットセルを
設定することができる移動通信方法及びフェムトセル用
無線基地局を提供する。
【解決手段】本発明に係る移動通信方法は、フェムトセ
ル用無線基地局が、第１報知情報に応じた設定に基づい
て、フェムトセルと地理的に重なるパイロットセルにお
いて、第１周波数で、誘導用報知情報を送信する工程Ａ
と、マクロセルにおいて通信中の移動局が、誘導用報知
情報を検出した場合に、フェムトセルに対してハンドオ
ーバする工程Ｂとを有する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１報知情報が第１周波数で送信されているマクロセル及び第２報知情報が第２周波数
で送信されているフェムトセルの少なくとも一部が地理的に重なっている移動通信システ
ムにおける移動通信方法であって、
　前記フェムトセル用無線基地局が、前記第１報知情報に応じた設定に基づいて、前記フ
ェムトセルと地理的に重なるパイロットセルにおいて、前記第１周波数で、誘導用報知情
報を送信する工程Ａと、
　前記マクロセルにおいて通信中の移動局が、前記誘導用報知情報を検出した場合に、前
記フェムトセルに対してハンドオーバする工程Ｂと
を有することを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　前記工程Ｂにおいて、
　前記移動局が、前記誘導用報知情報の受信電力を含む測定報告を送信する工程Ｂ１と、
　前記測定報告に応じて、前記移動局に対して、前記フェムトセルにハンドオーバするよ
うに指示するハンドオーバ指示を送信する工程Ｂ２と、
　前記移動局が、前記ハンドオーバ指示に応じて、前記フェムトセルにハンドオーバする
工程Ｂ３とを有することを特徴とする請求項１に記載の移動通信方法。
【請求項３】
　前記工程Ｂ２において、前記測定報告に応じて、前記移動局の前記フェムトセルに対す
るアクセスが許可されていると判定した場合に、該移動局に対して、該フェムトセルにハ
ンドオーバするように指示するハンドオーバ指示を送信することを特徴とする請求項２に
記載の移動通信方法。
【請求項４】
　前記フェムトセル用無線基地局が、周辺セルにおいて送信されている報知情報に基づい
て、前記フェムトセルにおいて前記第２周波数で前記第２報知情報を送信することを決定
する工程を有することを特徴とする請求項１に記載の移動通信方法。
【請求項５】
　第１報知情報が第１周波数で送信されているマクロセル及び第２報知情報が第２周波数
で送信されているフェムトセルの少なくとも一部が地理的に重なっている移動通信システ
ムにおいて、該フェムトセルを管理するフェムトセル用無線基地局であって、
　前記第１報知情報に応じた設定に基づいて、前記フェムトセルと地理的に重なるパイロ
ットセルにおいて、前記第１周波数で、誘導用報知情報を送信するように構成されている
設定部を具備することを特徴とするフェムトセル用無線基地局。
【請求項６】
　周辺セルにおいて送信されている報知情報に基づいて、前記フェムトセルにおいて前記
第２周波数で前記第２報知情報を送信することを決定するように構成されている決定部を
具備することを特徴とする請求項５に記載のフェムトセル用無線基地局。
【請求項７】
　前記マクロセルにおいて通信中の移動局から送信された測定報告に、前記誘導用報知情
報の受信電力が含まれていた場合に、該移動局に対して、前記フェムトセルにハンドオー
バするように指示するハンドオーバ指示を送信するように構成されているハンドオーバ処
理部を具備することを特徴とする請求項５に記載のフェムトセル用無線基地局。
【請求項８】
　前記ハンドオーバ処理部は、前記測定報告に前記誘導用報知情報の受信電力が含まれて
いた場合で、かつ、前記移動局の前記フェムトセルに対するアクセスが許可されていると
判定した場合に、該移動局に対して、前記フェムトセルにハンドオーバするように指示す
るハンドオーバ指示を送信するように構成されていることを特徴とする請求項７に記載の
フェムトセル用無線基地局。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第１報知情報が第１周波数で送信されているマクロセル及び第２報知情報が
第２周波数で送信されているフェムトセルの少なくとも一部が地理的に重なっている移動
通信システムにおける移動通信方法及びフェムトセル用無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムにおいて、ハンドオーバを実施する方式として、「パイロットセル」
を使用する方式がある。
【０００３】
　例えば、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムにおいて、「Ｐｉｌｏｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ
方式」のハンドオーバ手順は、移動局に対して、測定報告対象のセルにおける通信品質と
してパイロットセルにおける通信品質を測定させ、測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　
Ｒｅｐｏｒｔ）によってパイロットセルにおける通信品質の測定結果が報告された場合、
当該移動局を、異なる周波数のセルに対してハンドオーバさせるように構成されている。
【０００４】
　かかる移動通信システムでは、移動通信事業者が、特定周波数のセルが配置されていな
いエリアにパイロットセルを配置することによって、シームレスな通信を実現している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の「Ｐｉｌｏｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ方式」のハンドオーバ手順が適用されているＷＣ
ＤＭＡ方式の移動通信システムでは、移動通信事業者が、パイロットセルを設定するよう
に構成されている。
【０００６】
　しかしながら、「フェムトセル用無線基地局（Ｆｅｍｔｏ　ＢＴＳ）」と呼ばれる家庭
等の小規模なエリアに設置される無線基地局は、ユーザ自身によって設定されることが想
定されているため、設置される数が非常に多くなることが見込まれ、通信事業者によるパ
イロットセルの設定作業が多大になるという問題点があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、フェムトセルにおいて容
易にパイロットセルを設定することができる移動通信方法及びフェムトセル用無線基地局
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の特徴は、第１報知情報が第１周波数で送信されているマクロセル及び第
２報知情報が第２周波数で送信されているフェムトセルの少なくとも一部が地理的に重な
っている移動通信システムにおける移動通信方法であって、前記フェムトセル用無線基地
局が、前記第１報知情報に応じた設定に基づいて、前記フェムトセルと地理的に重なるパ
イロットセルにおいて、前記第１周波数で、誘導用報知情報を送信する工程Ａと、前記マ
クロセルにおいて通信中の移動局が、前記誘導用報知情報を検出した場合に、前記フェム
トセルに対してハンドオーバする工程Ｂとを有することを要旨とする。
【０００９】
　本発明の第２の特徴は、第１報知情報が第１周波数で送信されているマクロセル及び第
２報知情報が第２周波数で送信されているフェムトセルの少なくとも一部が地理的に重な
っている移動通信システムにおいて、該フェムトセルを管理するフェムトセル用無線基地
局であって、前記第１報知情報に応じた設定に基づいて、前記フェムトセルと地理的に重
なるパイロットセルにおいて、前記第１周波数で、誘導用報知情報を送信するように構成
されている設定部を具備することを要旨とする。
【発明の効果】
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【００１０】
　以上説明したように、本発明によれば、フェムトセルにおいて容易にパイロットセルを
設定することができる移動通信方法及びフェムトセル用無線基地局を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るフェムトセル用無線基地局の機能ブロック図であ
る。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るフェムトセル用無線基地局によって設定されるパ
イロットセルの一例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るネットワーク装置の機能ブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係るネットワーク装置によって管理されているパイロ
ット情報の一例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係るネットワーク装置によって管理されているアクセ
ス情報の一例を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図８】本発明の変更例に係るフェムトセル用無線基地局の機能ブロック図である。
【図９】本発明の変更例に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１０】本発明の変更例２に係る移動通信システムの全体構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
　図１乃至図６を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成につ
いて説明する。
【００１３】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、ネットワーク装置１０と、
マクロセル＃Ａ１乃至＃Ａ４を管理するマクロセル用無線基地局＃Ａ１乃至＃Ａ４と、フ
ェムトセル＃ａ２を管理するフェムトセル用無線基地局＃ａ２とを具備している。
【００１４】
　かかる移動通信システムでは、マクロセル＃Ａ１乃至＃Ａ４の各々は、少なくとも一部
で互いに地理的に重なっており、フェムトセル＃ａ２は、マクロセル＃Ａ１乃至＃Ａ３と
地理的に重なっている。
【００１５】
　また、かかる移動通信システムでは、マクロセル＃Ａ１では、第１周波数ｆ１で報知情
報（第１報知情報、パイロット信号）が送信されており、マクロセル＃Ａ２では、第２周
波数ｆ２で報知情報（パイロット信号）が送信されており、マクロセル＃Ａ３では、第３
周波数ｆ３で報知情報（パイロット信号）が送信されており、マクロセル＃Ａ４では、第
４周波数ｆ４で報知情報（パイロット信号）が送信されており、フェムトセル＃ａ２では
、第２周波数ｆ２で報知情報（第２報知情報、パイロット信号）が送信されている。
【００１６】
　なお、マクロセル＃Ａ１乃至＃Ａ４では、それぞれ異なるスクランブリングコードが用
いられてもよいし、同一のスクランブリングコードが用いられていてもよい。
【００１７】
　一方、フェムトセル＃ａ２では、マクロセル＃Ａ１乃至＃Ａ４で用いられているスクラ
ンブリングコードと異なるスクランブリングコードが用いられている。
【００１８】
　図２に示すように、フェムトセル用無線基地局＃ａ２は、周辺セル検出部１１と、設定
部１２と、パイロット信号送信部１３と、ハンドオーバ処理部１４と、アクセス情報取得
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部１５とを具備している。
【００１９】
　周辺セル検出部１１は、周辺セルにおいて送信されている報知情報を検出するように構
成されている。
【００２０】
　図１の例では、周辺セル検出部１１は、マクロセル＃Ａ１において第１周波数ｆ１で送
信されている報知情報と、マクロセル＃Ａ２において第２周波数ｆ２で送信されている報
知情報と、マクロセル＃Ａ３において第３周波数ｆ３で送信されている報知情報とを検出
するように構成されている。
【００２１】
　設定部１２は、周辺セル検出部１によって検出された報知情報に基づいて、フェムトセ
ル＃ａ２において第２周波数ｆ２で報知情報（第２報知情報）を送信することを決定する
ように構成されている。
【００２２】
　すなわち、設定部１２は、フェムトセル用無線基地局＃ａ２が設置される際に、周辺の
マクロセルにおいて使用されている周波数に基づいて、フェムトセル＃ａ２において使用
する周波数を決定する。
【００２３】
　また、設定部１２は、周辺セル検出部１によって検出された報知情報に応じて、図３に
示すように、第１周波数ｆ１及び第３周波数ｆ３で誘導用報知情報を送信するパイロット
セル（Ｈｏｍｅ　Ｐｉｌｏｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）＃ａ１及び＃ａ３を自動的に設定するよ
うに構成されている。
【００２４】
　なお、図３に示すように、設定部１２は、マクロセル＃Ａ４において報知情報が検出さ
れなかったため、パイロットセルを設定してない。
【００２５】
　また、設定部１２は、フェムトセル＃ａ２に対してアクセス権を有する移動局ＵＥ＃１
に対して、設定したパイロットセル＃ａ１及び＃ａ３に対するアクセス権を設定するよう
に構成されていてもよい。この結果、フェムトセル＃ａ２に対してアクセスが可能である
移動局ＵＥ＃１は、自動的に、パイロットセル＃ａ１及び＃ａ３に対してアクセスが可能
になる。
【００２６】
　ここで、フェムトセル用無線基地局＃ａ２において設定されたフェムトセル＃ａ２とパ
イロットセル＃ａ１及び＃ａ３とを総称して「ホームエリア」と呼ぶ。
【００２７】
　パイロット信号送信部１３は、設定部１２によって設定されたパイロットセル＃ａ１及
び＃ａ３において、それぞれ第１周波数ｆ１及び第３周波数ｆ３で、誘導用報知情報（パ
イロット信号）を送信するように構成されている。
【００２８】
　また、パイロット信号送信部１３は、設定部１２によって設定されたフェムトセル＃ａ
２において、第２周波数ｆ２で、第２報知情報（パイロット信号）を送信するように構成
されている。
【００２９】
　ハンドオーバ処理部１４は、移動局ＵＥ＃１に係るハンドオーバ処理を行うように構成
されている。
【００３０】
　図４に示すように、ネットワーク装置１０は、パイロットセル情報受信部２１と、パイ
ロットセル情報管理部２２と、アクセス情報管理部２３と、測定制御情報送信部２４と、
測定報告受信部２５と、ハンドオーバ指示送信部２６とを具備している。
【００３１】
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　例えば、かかるネットワーク装置１０の機能は、無線制御装置ＲＮＣ内に設けられてい
てもよいし、コアネットワーク装置（例えば、交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮ）内に設けられて
いてもよい。
【００３２】
　パイロットセル情報受信部２１は、フェムトセル用無線基地局＃ａ２によって設定され
たパイロットセルに係る情報（パイロット情報）を受信するように構成されている。
【００３３】
　パイロットセル情報管理部２２は、フェムトセルと、当該フェムトセルに地理的に重な
っているパイロットセルとを関連付けて記憶するように構成されている。例えば、パイロ
ットセル情報管理部２２は、「パイロットセルＩＤ」と、「ハンドオーバ先セルＩＤ（す
なわち、フェムトセルＩＤ）」とを関連付けるように構成されている。
【００３４】
　アクセス情報管理部２３は、各フェムトセル用無線基地局（或いは、フェムトセル）に
対してアクセスが許可されている移動局に係る情報（アクセス情報）を管理するように構
成されている。
【００３５】
　例えば、アクセス情報管理部２３は、図６に示すように、「無線基地局ＩＤ（フェムト
無線基地局ＩＤ）」と、「アクセス許可移動局ＩＤ」とを関連付けるように構成されてい
る。
【００３６】
　なお、ネットワーク装置１０の機能が、無線制御装置ＲＮＣ内に設けられている場合で
あっても、アクセス情報管理部２３は、コアネットワーク装置内に設けられていてもよい
。
【００３７】
　測定制御情報送信部２４は、パイロットセル情報管理部２２及びアクセス情報管理部２
３を参照して、マクロセルにおいて通信を開始する移動局に対して、測定制御情報（Ｍｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）を送信するように構成されている。
【００３８】
　例えば、フェムトセル＃ａ２に対するアクセスが許可されている移動局ＵＥ＃１が、マ
クロセル＃Ａ１において通信を開始する際に、測定制御情報送信部２４は、当該移動局Ｕ
Ｅ＃１に対して、パイロットセル＃ａ１における通信品質（誘導用報知情報の受信電力等
）を測定し、かかる測定結果を報告するように指示する測定制御情報を送信するように構
成されている。
【００３９】
　測定報告受信部２５は、移動局から送信された測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒ
ｅｐｏｒｔ）を受信するように構成されている。
【００４０】
　ハンドオーバ指示送信部２６は、ネットワーク装置１０配下のセル（例えば、マクロセ
ルやフェムトセル等）において通信中の移動局に対して、ハンドオーバ指示（Ｈａｎｄｏ
ｖｅｒ　Ｃｏｍｍａｎｄ等）を送信するように構成されている。
【００４１】
　具体的には、ハンドオーバ指示送信部２６は、マクロセル＃Ａ１において通信中の移動
局ＵＥ＃１から送信された測定報告に、パイロットセル＃ａ１において第１周波数ｆ１で
送信されている誘導用報知情報の受信電力が含まれていた場合に、移動局ＵＥ＃１に対し
て、パイロットセル＃ａ１に関連付けられているフェムトセル＃ａ２にハンドオーバする
ように指示するハンドオーバ指示を送信するように構成されている。
【００４２】
　また、ハンドオーバ指示送信部２６は、かかる測定報告に誘導用報知情報の受信電力が
含まれていた場合で、かつ、移動局ＵＥ＃１のフェムトセル＃ａ２に対するアクセスが許
可されていると判定した場合に、移動局ＵＥ＃１に対して、フェムトセル＃ａ２にハンド
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オーバするように指示するハンドオーバ指示を送信するように構成されていてもよい。
【００４３】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作）
　図７を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作について説明
する。
【００４４】
　図７に示すように、ステップＳ１００１において、フェムトセル用無線基地局＃ａ２は
、設置されると、周辺のマクロセルにおいて使用されている周波数を検出し、フェムトセ
ル＃ａ２において使用する周波数ｆ２を決定し、パイロットセル＃ａ１及び＃ａ３を設定
する。
【００４５】
　ステップＳ１００２において、フェムトセル用無線基地局＃ａ２は、設定したパイロッ
トセル＃ａ１及び＃ａ３を通知するためのパイロット情報を、ネットワーク装置１０に対
して送信する。
【００４６】
　ステップＳ１００３において、ネットワーク装置１０は、マクロセル＃Ａ１において通
信を開始する移動局ＵＥ＃１或いはマクロセル＃Ａ１において通信中の移動局ＵＥ＃１に
対して、パイロットセル＃ａ１及び＃ａ３を測定対象とするように指示する測定制御情報
を送信する。
【００４７】
　移動局ＵＥ＃１は、ステップＳ１００４において、パイロットセル＃ａ１及び＃ａ３に
おける通信品質（誘導用報知情報の受信電力等）を測定し、ステップＳ１００５において
、かかる測定結果を含む測定報告を、ネットワーク装置１０に対して送信する。
【００４８】
　ネットワーク装置１０は、ステップＳ１００６において、移動局ＵＥ＃１が、パイロッ
トセル＃ａ１に関連付けられているフェムトセル＃ａ２にハンドオーバすべき旨を決定し
、ステップＳ１００７において、かかる旨を指示するハンドオーバ指示を移動局ＵＥ＃１
に送信する。
【００４９】
　ステップＳ１００８において、移動局ＵＥ＃１は、フェムトセル＃ａ２にハンドオーバ
する。
【００５０】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、フェムトセル用無線基地局
＃ａ２に対するアクセス権を有する移動局ＵＥ＃１は、マクロセル＃Ａ１及び＃Ａ３上の
周波数ｆ１及びｆ３のどちらかを使用している場合に、ホームエリア近傍でパイロットセ
ル＃Ａ１或いは＃Ａ３における誘導用報知情報を検出した場合には、Ｐｉｌｏｔ　Ｃａｒ
ｒｉｅｒ方式のハンドオーバによって、フェムトセル＃ａ２にハンドオーバすることがで
きるため、フェムトセル＃ａ２への誘導を実現することができる。
【００５１】
　また、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、移動局ＵＥにおける
異周波数測定を伴わず、同一周波数の測定報告を用いて異周波数セルへのハンドオーバを
実施できることから、例えば「Ｃｏｍｐｒｅｓｓｅｄモード」機能を具備していない移動
局ＵＥであっても、フェムトセル＃ａ２へ誘導することができる。
【００５２】
　さらに、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、パイロットセル＃
ａ１における通信品質を移動局ＵＥ＃１に観測させるか否かについて制御することで、非
登録移動局をフェムトセル用無線基地局＃ａ２にアクセスさせず、且つ、登録移動局に対
してのみフェムトセル用無線基地局＃ａ２にアクセスを許可することができる。
【００５３】
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（変更例１）
　上述の実施形態では、Ｗ-ＣＤＭＡ方式の移動通信システムを例に挙げて説明されてい
るが、本発明は、かかる移動通信システムに限定されるものではなく、例えば、ＬＴＥ（
Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式の移動通信システムにも適用可能である
。
【００５４】
　かかる場合、上述の無線制御装置ＲＮＣの機能は、フェムトセル用無線基地局＃ａ２又
はコアネットワーク装置に搭載されることになる。以下、図８及び図９を参照して、本変
更例に係る移動通信システムについて、上述の第１の実施形態に係る移動通信システムと
の相違点に着目して説明する。
【００５５】
　図８に示すように、本変更例に係るフェムトセル用無線基地局＃ａ２は、周辺セル検出
部１１と、設定部１２と、パイロット信号送信部１３と、ハンドオーバ処理部１４と、ア
クセス情報取得部１５と、パイロットセル情報管理部２２と、測定制御情報送信部２４と
、測定報告受信部２５とを具備している。
【００５６】
　アクセス情報取得部１５は、ネットワーク装置１０（例えば、コアネットワーク装置で
ある交換局ＭＭＥ等）から、上述のアクセス情報を取得するように構成されている。なお
、フェムトセル用無線基地局＃ａ２は、アクセス情報取得部１５の代わりに、アクセス情
報管理部２３を具備するように構成されていてもよい。
【００５７】
　図９を参照して、本変更例に係る移動通信システムの動作について説明する。
【００５８】
　図９に示すように、ステップＳ２００１において、フェムトセル用無線基地局＃ａ２は
、設置されると、周辺のマクロセルにおいて使用されている周波数を検出し、フェムトセ
ル＃ａ２において使用する周波数ｆ２を決定し、パイロットセル＃ａ１及び＃ａ３を設定
する。
【００５９】
　ステップＳ２００２において、フェムトセル用無線基地局＃ａ２は、マクロセル＃Ａ１
において通信を開始する移動局ＵＥ＃１或いはマクロセル＃Ａ１において通信中の移動局
ＵＥ＃１に対して、パイロットセル＃ａ１及び＃ａ３を測定対象とするように指示する測
定制御情報を送信する。
【００６０】
　移動局ＵＥ＃１は、ステップＳ２００３において、パイロットセル＃ａ１及び＃ａ３に
おける通信品質（誘導用報知情報の受信電力）を測定し、ステップＳ２００４において、
かかる測定結果を含む測定報告を、フェムトセル用無線基地局＃ａ２に対して送信する。
【００６１】
　フェムトセル用無線基地局＃ａ２は、ステップＳ２００５において、移動局ＵＥ＃１が
、パイロットセル＃ａ１に関連付けられているフェムトセル＃ａ２にハンドオーバすべき
旨を決定し、ステップＳ２００６において、かかる旨を指示するハンドオーバ指示を移動
局ＵＥ＃１に送信する。
【００６２】
　ステップＳ２００７において、移動局ＵＥ＃１は、フェムトセル＃ａ２にハンドオーバ
する。
【００６３】
（変更例２）
　図１０を参照して、本発明の変更例２に係る移動通信システムについて説明する。以下
、本発明の変更例２に係る移動通信システムについて、上述の第1の実施形態に係る移動
通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００６４】
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　図１０に示すように、本発明の変更例２に係る移動通信システムは、Ｗ-ＣＤＭＡ方式
の移動通信システムであってもよいし、ＬＴＥ方式の移動通信システムであってもよい。
【００６５】
　また、本発明の変更例２に係る移動通信システムでは、マクロセル用無線基地局＃Ａ１
乃至＃Ａ４は、交換局ＭＭＥ又は無線制御装置ＲＮＣに接続されており、フェムトセル用
無線基地局＃ａ２は、集約装置ＨＮＢ-ＧＷ、交換局ＭＭＥ又は無線制御装置ＲＮＣに接
続されている。
【００６６】
　本発明の変更例２に係る移動通信システムが、Ｗ-ＣＤＭＡ方式の移動通信システムで
ある場合、上述のネットワーク装置１０の機能は、無線基地局ＮｏｄｅＢ、無線制御装置
ＲＮＣ又は集約装置ＨＮＢ-ＧＷの少なくとも１つに搭載されることになる。すなわち、
本変更例２に係る移動通信システムでは、無線基地局ＮｏｄｅＢ、無線制御装置ＲＮＣ又
は集約装置ＨＮＢ-ＧＷの少なくとも１つが、上述のネットワーク装置１０の役割を果た
すように構成されている。
【００６７】
　或いは、本発明の変更例２に係る移動通信システムが、ＬＴＥ方式の移動通信システム
である場合、上述のネットワーク装置１０の機能は、交換局ＭＭＥ、無線基地局ｅＮＢ又
は集約装置ＨＮＢ-ＧＷの少なくとも１つに搭載されることになる。すなわち、本変更例
２に係る移動通信システムでは、交換局ＭＭＥ、無線基地局ｅＮＢ又は集約装置ＨＮＢ-
ＧＷの少なくとも１つが、上述のネットワーク装置１０の役割を果たすように構成されて
いる。
【００６８】
（変更例３）
　本変更例３では、変更例１，２のように構成されたフェムトセル用無線基地局を配置し
た場合において、誘導用報知情報として「Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｌａｓｓ　Ｂａｒｒｅｄ Ｌ
ＩＳＴ」のような規制情報を使用してもよい。
【００６９】
　かかる場合、Ｉｄｌｅ状態や共通ＣＨ通信状態等のネットワーク制御によるハンドオー
バを伴わない状態にある移動局ＵＥは、パイロットセルを検知した場合に、当該パイロッ
トセルの規制情報を検知することで、移動局ＵＥのセル再選択処理によりフェムトセルへ
遷移することが期待できる。
【００７０】
（変更例４）
　本変更例４では、変更例３のような移動局ＵＥの動作を期待する場合、例えば、パイロ
ットセル及びフェムトセルを同周波数に配置するように構成してもよい。
【００７１】
　かかる場合、移動局ＵＥが、パイロットセルを先に検知するように、フェムトセルより
大きく設定することにより、変更例３と同様に、移動局ＵＥのセル再選択処理によりフェ
ムトセルへ遷移することが期待できる。
【００７２】
　なお、上述のフェムトセル用無線基地局＃ａやネットワーク装置１０の動作は、ハード
ウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュ
ールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
【００７３】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
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【００７４】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、フェムトセル用無線基地局＃ａやネットワーク装置１０内に設けられてい
てもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとし
てフェムトセル用無線基地局＃ａやネットワーク装置１０内に設けられていてもよい。
【００７５】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００７６】
＃ａ２…フェムトセル用無線基地局
１１…周辺セル検出部
１２…設定部
１３…パイロット信号送信部
１４…ハンドオーバー処理部
１５…アクセス情報取得部
１０…ネットワーク装置
２１…パイロットセル情報受信部
２２…パイロットセル情報管理部
２３…アクセス情報管理部
２４…測定制御情報送信部
２５…測定報告受信部
２６…ハンドオーバー指示送信部
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